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（認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護） 

デイサービスセンター わとなーる 

重要事項説明書 

  

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電話番号  ０３－６８０４－８７２２（午前８時３０分～午後５時３０分） 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５６６４－２８８０ 

担当者   坂本 弘子  井 粛子 

 

２．事業所の概要 

（１） 提供できる居宅サービスの種類と地域 

事 業 所 名 デイサービスセンター わとなーる 

所 在 地 東京都江戸川区鹿骨１－３－８ 

電 話 番 号 ０３－６８０４－８７２２ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０３－５６６４－２８８０ 

事 業 所 番 号 
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

（指定事業所番号１３９２３０００４０） 

そ の 他 の 

サ ー ビ ス 

・地域密着型通所介護・介護予防通所 

（指定事業所番号１３７２３０４４６７） 

・居宅介護支援      （指定事業所番号１３７２３０４４５９） 

・特別養護老人ホーム   （指定事業所番号１３９２３０００３２） 

サービスを提 

供できる地域 

東京都江戸川区内 

＊上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（２） 当事業所の職員体制 

 

職    名 資  格 常勤 非常勤 合計 備   考 

管  理  者  1名  1名 兼務 

生 活 相 談 員  2名  2名 兼務 

機能訓練指導員 あん摩マッサージ 

指 圧 師 

 １名 1名 兼務 

介 護 員 

介護福祉士 ３名  3名  

初任者研修 1名  １名  

実務者研修     

そ の 他     
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（３） 当事業所の設備の概要 

定 員 １２名 静養室 １室 

食堂兼機能訓練室 ７６．２６㎡ 相談室 １室 

浴 室 一般・特殊浴槽室 送迎車 ２台 

 

（４） サービスの提供時間 

 営 業 時 間 

  営業日  月～土曜日 午前９時００分～午後４時００分 

 休 日  日曜日 

 休業日  年末年始 

 

３．当事業所の認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の特徴等 

（１）運営方針 

① 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の要介護

状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、

その目標を設定し計画的に行うものとする。 

② 自らその提供する認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の

質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

③ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、

通所介護計画及び介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその

者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 

④ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる従業

者は、提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者、保証人又は

その家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行

う。 

⑤ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、

介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 

⑥ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護は、常に利用者の心

身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な

サービスを利用者の希望に添って適切に提供する。また、要支援１、２の状態

の利用者等に対しては、必要に応じ介護予防に対応したサービスの提供ができ

る体制を整える。 

（２）サービス利用のために 

事       項 有無 備考 

男性介護職員の有無 有  

時間延長の可否 否  

従業員への研修の実施 有 年３回以上 
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サービスマニュアルの作成 有  

 

（３）サービスの利用に当たっての留意事項 

① 送迎時間の連絡 

② 体調確認 

③ 体調不良者等によるサービスの中止・変更 

④ 食事のキャンセル 

⑤ 時間変更 

⑥ 設備、器具の利用 

 

４．サービスの内容 

 

（１）送迎      車椅子対応車両等２台による送迎 

           乗車時間は概ね 1時間以内とし、利用者様の体調、その他要望に

できる限り対応する。また、送迎は可能な限り運転手 1名、介助

者 1名 計 2名にて行う。 

（２）食事      栄養のバランスを考え、旬の食材にて季節感のある食事 

           利用者の嗜好や状態に応じた食事の提供 

（３）入浴      ストレッチャー対応の機械浴設置 

（４）生活相談    心身状況を把握した生活援助 

（５）個別機能訓練  身体機能の維持，向上 

 

５．介護保険給付対象外サービスの利用料 

 

食 費  ６５０円 

お む つ 代 １組 １００円 

交 通 費 事業所から概ね５ｋｍ以上１ｋｍごとに１００円（ｍ単位は四捨五入） 

その他日常生

活 費 

① 身の回り品・・・実費 

（歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等個人用の日用品等） 

② 利用者の希望により購入する教養娯楽・・・・実費 

 （クラブ活動や行事における材料費等） 

※「サービス提供の一環として提供されるもの」みついて、徴収することは認

められない。 

＊介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支

払われない場合があります。その場合は一旦１日あたりの利用料金を頂き、サービ

ス提供証明を発行いたします。サービス提供証明書を後日各区市町村の窓口に提出

しますと、差額の払い戻しを受けることができます。 

（１）キャンセルについて 
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利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、当日、10時までに連絡いただか

ない場合に限り、利用者又は保証人へ食費を請求し、お支払いいただきます。 

（２）健康上の理由による中止 

① 風邪、病気、感染症の疑い等でサービスの実施が困難と判断した際は、提供

をお断りすることがあります。 

② 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止

することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。 

③ ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。そ

の場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。また必要に応じて速やかに

主治医に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

＊サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振り返ることができます。

ただし、定員数分の予定が入っている日には振り替えできませんのでご了承くださ

い。 

（３）利用料の支払方法 

利用料は月払いで、毎月１５日までに利用者又は保証人に前月分の請求をいたし 

ますので、利用者又は保証人は当月末以内にお支払いください。お支払方法は、 

ゆうちょ銀行自動引き落とし、または、指定銀行口座振込のいずれかより選べます。 

お支払いいただきますと領収証を発行いたします。 

 

６．サービスの利用方法 

 

（１）サービスの利用開始 

まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。 

※ 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護

支援専門員とご相談ください。 

（２）サービスの終了 

① 利用者の都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の１週

間前までにお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合人員不足等やむを得ない事業により、

サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、その場合は、終了

１ケ月前までに文書で通知します。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了します。 

・利用者が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分又は要支援認

定区分が、非該当（自立）と認定された場合  

※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

・お客様が亡くなられた場合 
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（３） その他 

・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場

合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、ま

たは当事業所が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することによって

即座にサービスを終了できます。 

・利用者又は保証人が、サービス利用料金の支払いを１か月以上遅延し、料金

を支払うよう催告したのにもかかわらず７日以内に支払わない場合、または

利用者、保証人やご家族などが当事業所のサービス従業者に対して本契約を

継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即

座にサービスを終了させていただく場合があります。 

 

７．サービス内容に関する苦情 

  

（１）当事業所のお客様相談・苦情窓口 

電話番号  ０３－６８０４－８７２２（代） 

担当部署  デイサービスセンター わとなーる 

責任者   坂本 弘子  担当者 井 粛子 

受付時間  ２４時間対応。（担当者不在時は勤務職員が受付を対応する） 

 

 

（２）苦情処理体制 

 

 利用者 事業所職員 

苦情担当 事業所管理者 

事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示 利用者 

（３）その他 

     当事業所以外に、お住まいの区市町村及び国民健康保険団体連合の相談・苦情

窓口等に苦情を伝えることが出来ます。 

    江戸川区介護保険課事業者調整係 ０３－５６６２－００３２ 

       東京都国民健康保険団体連合会 ０３－６２３８－００１１ 
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８．緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等が合った場合は、事前の打ち合わせにより、主

治医、救急隊、ご家族、居宅会議支援事業所、地域包括支援センター、介護支援

専門員等へ連絡をいたします。 

緊急連絡先 

第一連絡先 

フリガナ 

氏名 

 

続柄  
 

住所  電話  

第二連絡先 

フリガナ 

氏名 

 

続柄  
 

住所  電話  

主治医 

病院名（科）  

氏名  

住所  

電話  

 

９．事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者がお住まいの区市町村、ご家

族、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な

措置を講じます。 

また、利用者に対して当事業所の介護サービスにより賠償すべき事故が発生した

場合は、速やかに損害賠償いたします。なお、当事業所は東京海上日動火災保険

(株)と損害賠償保険契約を結んでおります。 

１０．秘密保持について 

   （１）当該事業の従事者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者、保証人を

含むご家族などの秘密を漏らしません。 

   （２）当該事業の従事者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用

者、保証人を含むご家族などの秘密をもらしません。 

   （３）事業者では、利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議

等で必要がある場合に限り、あらかじめ文章による同意書を得た上で、必要
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な範囲内で利用者、保証人を含むご家族などの個人情報を用います。 

 

１１.第三者評価について 

   当事業所では、第三者評価は実施していません。 

 

１２．非常災害対策 

防火責任者を配し年２回以上の消火避難訓練を行い、非常時には計画に基づき迅

速に対応する。 

 

 

認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の提供開始にあたり、利用者及

び保証人に対して契約書および本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

 

契約締結日  令和  年  月  日 

 

事業所 

     法人名   社会福祉法人  わとなーる  

     事業者名  デイサービスセンター わとなーる 

事業所番号 １３９２３０００４０ 

     住 所   東京都江戸川区鹿骨１－３－８ 

     管理者   坂本 弘子          

 

     説明者氏名               印  

 

 

 私は、契約書および本書面により、事業者から通所介護及び介護予防通所介護について

の重要事項の説明を受け、本書面の説明内容について同意し交付を受けました。 

 

     利用者 

       < 住 所 >                           

 

       < 氏 名 >                         印 

     保証人 

       < 住 所 >                           

 

       < 氏 名 >               続柄（     ） 印 


